
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 専門学校 北九州自動車大学校 
設置者名 学校法人 ぜんりょう学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

工業専門課程 

一級自動車整備科 
夜 ・

通信 
3350.0 時数 320時数  

二級自動車整備科 

自動車整備士コー

ス 

夜 ・

通信 
1712.0 時数 160時数  

二級自動車整備科 

二輪自動車整備士

コース 

夜 ・

通信 
1738.0 時数 160時数  

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（備考）1年・3年は新課程、2年・4年は旧課程 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.kamc.ac.jp/wp-content/themes/kamc/file/ 

7_r1_jitsumukeikenkamokuichiran.pdf 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

 



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 
学校名 専門学校 北九州自動車大学校 
設置者名 学校法人ぜんりょう学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.kamc.ac.jp/wp-content/themes/kamc/file/11_r1_jigyouhoukoku.pdf 

5 ページの「（5）役員・評議員の概要」を参照 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常

勤の別 
前職又は現職 任期 

担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 税理士事務所 税理士 

平成 28 年 4 月 1

日～令和 2年 3月

31日 

財務 

非常勤 病院 院長 

平成 28 年 4 月 1

日～令和 2年 3月

31日 

衛生管理 

非常勤 株式会社 役員 

平成 28 年 4 月 1

日～令和 2年 3月

31日 

マネージメント 

非常勤 学校法人設置学校 主事 

平成 28 年 4 月 1

日～令和 2年 3月

31日 

労務 

（備考） 

 

 



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 専門学校 北九州自動車大学校 

設置者名 学校法人 ぜんりょう学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

シラバスの作成過程と公表時期は、次の通りである。 

① 次年度の授業科目担当者を 12月の教員会議にて審議決定する。 

② 教務課（教員で構成された組織）は、教務規程第 13 条において定めた成績評

価の方法とその基準並びに教務規程第 15条に定めた実技科目(実習)の評価内

容などが記載されたシラバスの書式を 12月中旬までに作成する。 

③ 教務課は、12月末までに各授業科目担当者にシラバスの作成を依頼する。 

④ 科目担当者は、教務課とシラバス作成について、1月下旬までに事前打ち合わ

せを行う。 

⑤ 科目担当者は、2月中旬までに教務課へシラバスを提出する。 

⑥ 教務課は、授業内容や到達目標、実務経験の有無などについて全科目を点検・

調整あるいは修正を加える。 

⑦ 修正されたシラバスは教務課と科目担当者間で最終調整を行ったのち、全科目

のシラバスを 3月末にホームページに公表する。 

授業計画書の公表方法 https://www.kamc.ac.jp/syllabus 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

国土交通省で定められた教育時間数以上を受講し、指示されたレポートやノートな

どの提出がなされ、かつ、所定の試験に合格した者にその科目の履修を認定する。 

成績評価の方法は、定期試験（中間及び期末試験）、平常点（出席、授業態度など）

を総合して行う。また、成績評価の基準は、100点満点とし、中間試験 30％、期末試

験 40％、平常点 30％の割合とし、その合計が 60点以上のとき履修を認定する。成績

は、60～69 点＝可、70～79点＝良、80～89＝優、90点以上＝秀とする。60点未満の

場合は再試験を行い、試験点のみで 60点以上のとき履修を認定し、成績は 60点＝可

とする。なお、一級自動車整備科の 3・4年生の場合，中間試験 30％、期末試験 50％、

平常点 20％の割合とし，その合計が 70 点以上のとき履修を認定する。成績は、70～

79 点＝良、80～89＝優、90 点以上＝秀とする。70 点未満の場合は再試験を行い、試

験点のみで 70点以上のとき履修を認定し、成績は 70点＝良とする。 

厳格な成績評価を行うための定期試験は、原則として学期毎（前期と後期）に 1科

目につき 2回実施（中間と期末試験）することが教務規程第 5条において定められ、

遅刻・欠席による補講とレポート・ノートの提出が完了していない者には当該科目の 

受験資格を与えないことを教務規程第 6条において定めている。 

 
 

 

 



  

学習意欲の判定に用いる平常点は、講義科目と実習科目のそれぞれについて、出席

率、レポートやノートの提出、小テスト、授業態度などにより評価することを教務規

程第 14 条に定めている。この内、レポートやノートの提出物の評価は、教務規程第

16 条に基づき、平常点の 30％～50％とし、提出期限の厳守や授業内容の整理と理解

度などにより行う。 

 

各授業科目における学習への意欲の把握・喚起のための具体的対策や試験問題の内

容などを学校の方針として、次のように定めている。 

（1）学習意欲を把握・喚起するため、次のようなことを実施している。 

① 各クラスに担任を配置し、学生一人ひとりの日頃の学習意欲を把握した上で、

適切な教育的な指導を行っている。 

② 講義は 1クラス 35名以下、実習は 1グループ 6名以下の少人数教育を行い、絶

えず教員の目が行き届くようにしている。 

③ 出欠管理は全科目について毎回行い、欠席した場合は個別にその都度補講を行

う。 

④ 登校時に学生証を読み取り機にかざし、登校したことをリアルタイムで保護者

のメールアドレスに伝える。 

⑤ 全科目について授業中に作成したノートを提出させ、そのまとめから学習意欲

を点検する。 

⑥ 定期試験問題のすべては学生に持ち帰らせ、自宅で自己採点させる。また、試

験後、全試験について、問題の解説と解答を授業中に行うことで理解度を深め、

学習意欲を高める。 

⑦ 学生が欠席する場合、クラス担任に必ず連絡することを義務付け、無断欠席を

なくす。 

⑧ 学生が欠席を 3 日間連続した場合、保護者に連絡する。場合によっては、保護

者を学生とともに呼び出し、家庭環境やどのような理由により欠席したかなど

のヒヤリングを行い、適切なアドバイスをすることにより学習意欲を喚起する。 

⑨ 保護者にクラス担任のコメントを記載した学業成績表（本人の点数、各科目の

平均点、序列）を送付し、保護者からも学生に対する勉学への意欲を喚起して

もらう。 

（2）筆記試験やレポートは、次のように厳格かつ適正に評価している。 

① 試験問題の内容は、自動車工学に関する基礎的事項から国交省の自動車整備士

試験に合格するレベルまでを基準としている。 

② 試験問題のすべての内容を試験実施前に教務課（教員組織）で点検することに

より、その質的向上を図る。 

③ 各科目は学則の別表（履修表）に基づき開講され、中間試験で学習状況の確認

と成績不良者への指導を行い、期末試験で授業全体の理解度を把握し、中間・

期末の試験と学習態度も含めて総合的に成績評価を行う。 

④ 上記のように総合的に成績評価を行った結果、合格点の 60点に達しない場合は

不合格とし、その科目に対する補講を行ったのち、再試験を実施する。ただし、

一級自動車整備科 3・4年生の合格点は 70点とする。 

⑤ レポートは、間違っている箇所を指摘・指導し、修正させたものに対して評価

する。 

⑥ レポートやノートは必ず提出するよう個別指導する。 

⑦ 各科目の履修の認定は、学期末に成績一覧表を作成し、教員会議において審議・

了承する。 

 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

学則別表の履修表に示すすべての科目は、入学から卒業までに修得しなければなら

ない必修科目である。従って、原級留年生を除いて、学年ごとに同一科目を全学生が

履修するため、GPA を導入しなくても、全学生の成績評価は科目の種類や受講時間な

ど同一条件の指標により比較できる。 

本校における成績評価の客観的な指標は、1 科目 100 点満点で履修したすべての科

目の点数について総計したものを総履修科目数 N で除した平均点とし、次式で算出す

る。 

平均点 =
A 科目の点数 + B 科目の点数 + ・・・ + N 科目の点数

総履修科目数 N
 

この平均点により各学年の序列は確定できる。また、各科目の平均点や学年での序

列は学生一人ひとりに成績通知書を配布することで、本人の成績の相対的な位置を確

認できる。なお、成績評価の指標は、教務規程第 17条で定めている。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

https://www.kamc.ac.jp/wp-content/ 

themes/kamc/file/9_r1seisekihyoukashihyou.

pdf 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

本校は、自動車整備士の国家資格が取得できる能力を有する人材を養成するため

に、国土交通省が指定する教育科目のすべてを修得し、日々進化して行く自動車技術

に対応できる種々の能力を身に付けた学生に対して卒業を認定している。 

卒業の合否判定は、学則第 17条及び教務規程第 20条に基づき行っている。具体的

には、教員全員が出席する卒業判定会議を開催し、教務課より作成された卒業予定者

のすべての教育科目の履修の認定と自動車整備士として必要な資質・能力について判

定している。 

 

一級自動車整備科、二級自動車整備科自動車整備士コース、並びに二級自動車整備

科二輪自動車整備士コースにおける具体的な学修成果や学生が身に付けるべき資質・

能力については、ディプロマポリシーとして次のように明確化している。 

 

一級自動車整備科 

一級自動車整備科は、自動車工学的な専門知識や従来の自動車整備技術に加え、

日々進化する先進技術に対応するため、高度な IT 技術や電子制御を修得するととも

に、マネジメント力、観察力、考察力の高い自動車整備士を育成することを目標とす

る。この目標を達成するために、修業年限を 4年制の一貫教育とした体系的な教育課

程を編成している。3 年次進級条件として二級自動車整備士資格（ガソリン自動車及

びジーゼル自動車）の取得を義務付け、さらに、自動車の高度整備技術を修得するた

めに、国土交通省一種養成施設の一級自動車整備士養成課程に規定される学科、実習

及び実務実習を課している。実務実習では、自動車分解整備事業の認証を受けた事業

場での体験実習（200 時間以上）も必須とする。また、先進技術への対応として、パ

ワーエレクトロニクス、モータ制御等、そして、組織人としての社会人基礎力向上を

目的に、ビジネスマナー、経営学、マーケティング等の必修科目を設定している。 

これらの定められた教育時間数のすべてを履修して学科試験及び実技試験に合格

し、以下の項目に挙げる能力を身に付けた学生に対して高度専門士（工業専門課程） 
 



  

の称号を授与する。 

・自動車を構成する各装置の制御システムについての基礎・原理を理解している。 

・高難度整備に必要な整備機器（スキャンツール等）より得られる情報を基にした

理論的な高難度整備技術を修得している。 

・事業場での体験実習を通じて実践的課題を発見し、その課題への解決能力を身に

付けている。 

・自動車業界全体を俯瞰することのできる知識・能力を身に付けるとともに、サー

ビス産業従事者としてのマネジメント能力を身に付けている。 

 

二級自動車整備科 自動車整備士コース 

二級自動車整備科 自動車整備士コースは、優れた二級自動車整備士を育成するた

めに、自動車工学的な専門知識や技術、技能を修得することを教育目標とする。この

目標を達成するために、国土交通省の一種養成施設の二級自動車整備士養成課程の教

育科目である自動車工学、自動車整備、整備機器、自動車検査、自動車法規などの講

義科目、また、これらの教育科目の内容をより深く理解し自動車の整備作業を実践す

るためのエンジン・シャシ・電装などの実習、社会人としての教養を身につけるため

の社会教養学を課している。さらに、文部科学大臣認定の職業実践専門課程として、

企業等と連携した実習も課している。 

これらの定められた教育時間数のすべてを履修して学科試験及び実技試験に合格

し、以下の項目に挙げる能力を身に付けた学生に対して専門士（工業専門課程）の称

号を授与する。 

・自動車関連分野の基礎・原理を体系的に理解している。 

・整備業務に必要な機器やシステムの構造、動作原理を理解している。 

・実習を通じて課題を発見し、その課題への解決能力を身に付けている。 

・自動車技術の進展に対応し、自主的・継続的に学習できる。 

・周囲とコミュニケーションを取りながら、自動車整備分野と社会の関わりについ

て自らの考えを有している。 

 

二級自動車整備科 二輪自動車整備士コース 

二級自動車整備科 二輪自動車整備士コースは、優れた二級二輪自動車整備士を育

成するために、自動車工学的な専門知識や技術、技能を修得することを教育目標とす

る。この目標を達成するために、国土交通省一種養成施設の二級二輪自動車整備士養

成課程に規定される学科、実習を課している。また、社会人としてふさわしい教養を

身につけた整備士養成を目指し、社会教養学を課している。さらに、文部科学大臣認

定の職業実践専門課程として、企業、自動車学校等と連携した実習も課している。 

これらの定められた教育時間数のすべてを履修して学科及び実技試験に合格し、以

下の項目に挙げる能力を身に付けた学生に対して専門士（工業専門課程）の称号を授

与する。 

・二輪自動車関連分野の基礎・原理を体系的に理解している。 

・二輪自動車整備業務に必要な機器やシステムの構造、動作原理を理解している。 

・実習を通じて課題を発見し、その課題への解決能力を身に付けている。 

・二輪自動車技術の進展に対応し、自主的・継続的に学習できる。 

・周囲とコミュニケーションを行いながら、自動車整備分野と社会の関わりについ

て自らの考えを有している。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.kamc.ac.jp/wp-content/ 

themes/kamc/file/6_r1_diploma-policy.pdf 
 



  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 専門学校 北九州自動車大学校 

設置者名 学校法人 ぜんりょう学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://www.kamc.ac.jp/wp-content/ 

themes/kamc/file/12_h30zaimu.pdf 

収支計算書又は損益計算書 
https://www.kamc.ac.jp/wp-content/ 

themes/kamc/file/12_h30zaimu.pdf 

財産目録 
https://www.kamc.ac.jp/wp-content/ 

themes/kamc/file/12_h30zaimu.pdf 

事業報告書 
https://www.kamc.ac.jp/wp-content/ 

themes/kamc/file/11_r1_jigyouhoukoku.pdf 

監事による監査報告（書） 
https://www.kamc.ac.jp/wp-content/ 

themes/kamc/file/10_r1_kansahoukoku.pdf 
 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 一級自動車整備科  〇 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

４年 昼間 3716.4 

単位時間／単位 

1238.0 
単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

2464.0 
単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

14.4 
単位時間

/単位 

3716.4 単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

200人 75人 0人 6人 11人 17人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

一級自動車整備科における授業の方法は講義、実習、実技の科目により行い、その

すべての授業に対する目的、内容、授業計画、到達目標、教員の実務経験の有無など

は、シラバスに記載している。また、学科の授業は、すべて必修として学則の別表(履

修表)に従って順次開講している。なお、シラバスと履修表は、ホームページに公表

している。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

国土交通省で定められた教育時間数以上を受講し、指示されたレポートやノートな

どの提出がなされ、かつ、所定の試験に合格した者にその科目の履修を認定する。 

成績評価の方法は、定期試験（中間及び期末試験）と平常点（出席、授業態度など）

を総合して行う。また、成績評価の基準は、100点満点とし、1・2年は中間試験 30％、 



  

 

期末試験 40％、平常点 30％の割合とし、その合計が 60 点以上のとき履修を認定す

る。成績は、60～69点＝可、70～79点＝良、80～89＝優、90点以上＝秀とする。60

点未満の場合、再試験を行う。3・4年は、中間試験 30％、期末試験 50％、平常点 20％ 

の割合とし、その合計が 70点以上のとき履修を認定する。成績は、70～79点＝良、

80～89＝優、90 点以上＝秀とする。70点未満の場合、再試験を行う。 

厳格な成績評価を行うための定期試験は、原則として学期毎（前期と後期）に 1科

目につき 2回実施（中間と期末試験）し、欠席による補講とレポート・ノートの提出

が完了していない者には当該科目の受験資格を与えない。 

学習意欲の判定に用いる平常点は、講義科目と実技科目のそれぞれについて、出席

率、レポートやノートの提出、小テスト、授業態度などにより評価する。 

以上のような成績評価の方法や基準については、シラバスに明記している。 

 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

本学科は、一級自動車整備士の国家資格が取得できる能力を有する人材を養成する

ために、国土交通省が指定する教育科目のすべてを修得し、日々進化して行く自動車

技術に対応できる種々の能力を身に付けた学生に対して卒業を認定している。また、

進級は，当該年次で履修すべき科目の全てを修得したとき認定している。ただし、3

年次進級条件として、さらに、二級ガソリンと二級ジーゼル自動車整備士の国家資格

を取得しておくこととしている。 

卒業・進級の合否判定は、学則第 17条及び教務規程第 20条に基づき行っている。

具体的には、教員全員が出席する判定会議を開催し、教務課より作成された卒業・進

級予定者のすべての教育科目の修得と資質・能力を判定している。 

一級自動車整備科における具体的な学修成果や学生が身に付けるべき資質・能力に

ついては、ディプロマポリシーとして明確化し、ホームページに公表している。 

 

 

学修支援等 

（概要） 

学生の勉学意欲の向上を図るため、次のような学修支援等を実施している。 

・各クラスに担任を配置し、学生一人ひとりの日頃の学習意欲を把握した上で、適切

な学修指導を行っている。 

・出欠管理は全科目について毎回行い、欠席した場合は個別にその都度補講を行う。 

・全科目について授業中のノートを提出させ、そのまとめから学習意欲を点検・指導

する。 

・定期試験問題のすべては学生に持ち帰らせ、自宅で自己採点させる。また、試験後、

全試験について、問題の解説と解答を授業中に行い、理解度を深めさせる。 

・後期試験開始前に全科目について，復習の授業を実施している。 

・期末試験終了後、科目履修の合格点が 1・2年次に 60点、3・4年次に 70点に満た

なかった学生に対して、補習授業や個別に学習指導を行ったのち，再試験を実施し

ている。  

・3年次進級予定者全員には二級自動車整備士の、また、卒業予定者全員に対しては

一級自動車整備士の資格取得 100％を目指して、11月から 3月まで放課後に毎日 2

時間程度の補習を行っている。 

 

 

 





  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 
二級自動車整備科 

自動車整備士コース 
〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 昼間 1902.4 

単位時間／単位 

672.0 
単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

1216.0 
単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

14.4 
単位時間

/単位 

1902.4 単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

200人 103人 11人 9人 7人 16人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

二級自動車整備科 自動車整備士コースにおける授業の方法は講義、実習、実技の

科目により行い、そのすべての授業に対する目的、内容、授業計画、到達目標、教員

の実務経験の有無などは、シラバスに記載している。また、学科の授業は、すべて必

修として学則の別表(履修表)に従って順次開講している。なお、シラバスと履修表

は、ホームページに公表している。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

国土交通省で定められた教育時間数以上を受講し、指示されたレポートやノートな

どの提出がなされ、かつ、所定の試験に合格した者にその科目の履修を認定する。 

成績評価の方法は、定期試験（中間及び期末試験）と平常点（出席、授業態度など）

を総合して行う。また、成績評価の基準は、100点満点とし、中間試験 30％、期末試

験 40％、平常点 30％の割合とし、その合計が 60点以上のとき履修を認定する。成績

は、60～69点＝可、70～79 点＝良、80～89＝優、90点以上＝秀とする。60点未満の

場合、再試験を行う。 

厳格な成績評価を行うための定期試験は、学期毎（前期と後期）に 1科目につき 2

回実施（中間と期末試験）し、欠席による補講とレポート・ノートの提出が完了して

いない者には当該科目の受験資格を与えない。 

学習意欲の判定に用いる平常点は、講義科目と実技科目のそれぞれについて、出席

率、レポートやノートの提出、小テスト、授業態度などにより評価する。 

以上のような成績評価の方法や基準については、シラバスに明記している。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

本コースは、二級自動車整備士の国家資格が取得できる能力を有する人材を養成す

るために、国土交通省が指定する教育科目のすべてを修得し、日々進化して行く自動

車技術に対応できる種々の能力を身に付けた学生に対して卒業を認定している。ま

た、進級は、当該年次で履修すべき科目の全てを修得したとき認定している。 

卒業・進級の合否判定は、学則第 17条及び教務規程第 20条に基づき行っている。

具体的には，教員全員が出席する判定会議を開催し、教務課より作成された卒業・進

級予定者のすべての教育科目の修得と資質・能力を判定している。 

二級自動車整備科 自動車整備士コースにおける具体的な学修成果や学生が身に

付けるべき資質・能力については、ディプロマポリシーとして明確化し、ホームペー

ジに公表している。 

 





  

指導を行っている。 

・欠席した場合は、その日の内に理由等を担任に連絡する。 

・欠席した科目は、必ず補講を受けさせる。 

・学業不振の場合は学科長と担任、場合により保護者も含め学生との面談を適宜行

う。 

・経済的理由の場合、日本学生支援機構の制度を説明し、貸与奨学金を勧める。ま

た、学費の期限内納入が困難な学生には、延納や分納を認めている。 

 

 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業 工業専門課程 
二級自動車整備科 

二輪自動車整備士コース 
〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 昼間 1902.4 

単位時間／単位 

672.0 
単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

1216.0 
単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

14.4 
単位時間

/単位 

1902.4 単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

50人 12人 0人 

3 人（二級自

動車整備科

の内数） 8人 11人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

二級自動車整備科 二輪自動車整備士コースにおける授業の方法は講義、実習、実

技の科目により行い、そのすべての授業に対する目的、内容、授業計画、到達目標、

教員の実務経験の有無などは、シラバスに記載している。また、学科の授業は、すべ

て必修として学則の別表(履修表)に従って順次開講している。なお、シラバスと履修

表は、ホームページに公表している。 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

国土交通省で定められた教育時間数以上を受講し、指示されたレポートやノートな

どの提出がなされ、かつ、所定の試験に合格した者にその科目の履修を認定する。 

成績評価の方法は、定期試験（中間及び期末試験）と平常点（出席、授業態度など）

を総合して行う。また、成績評価の基準は、100点満点とし、中間試験 30％、期末試

験 40％、平常点 30％の割合とし、その合計が 60点以上のとき履修を認定する。成績

は、60～69点＝可、70～79 点＝良、80～89＝優、90点以上＝秀とする。60点未満の

場合、再試験を行う。 

厳格な成績評価を行うための定期試験は、学期毎（前期と後期）に 1科目につき 2

回実施（中間と期末試験）し、欠席による補講とレポート・ノートの提出が完了して

いない者には当該科目の受験資格を与えない。 

学習意欲の判定に用いる平常点は、講義科目と実技科目のそれぞれについて、出席

率、レポートやノートの提出、小テスト、授業態度などにより評価する。 

以上のような成績評価の方法や基準については、シラバスに明記している。 

 





  

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

8人 0人  0％ 

（中途退学の主な理由） 

中途退学者 0名のため、理由なし 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

遅刻・欠席が続くと学業不振に陥り、中途退学の引き金となるケースが多い。従っ

て、遅刻・欠席が低減するよう、次のような取組を行っている。 

・出席管理システムの導入によって、保護者がメールによりリアルタイムで登校が

確認でき、保護者と連携して遅刻・欠席を少なくする。 

・担任制を敷き、クラス毎に各学生の学生生活や勉学の状況を把握し、修学・学生

指導を行っている。 

・欠席した場合は、その日の内に理由等を担任に連絡する。 

・欠席した科目は、必ず補講を受けさせる。 

・学業不振の場合は学科長と担任、場合により保護者も含め学生との面談を適宜行

う。 

・経済的理由の場合、日本学生支援機構の制度を説明し、貸与奨学金を勧める。ま

た、学費の期限内納入が困難な学生には、延納や分納を認めている。 

 

  






